
議案 第１ １９や

ひた ちな か市 国民健康保険条例 の一 部を 改‾をす る条例制 定に ついて

ひた ちな か市 国Ｒ健康保険 条例 の一 部を 改ｊＥす る条例を 別紙 のと おり 制定 する。

令和 ３年 １２ 月　 ２日　 提ｍ

令和　 年　　 大丿　　 日　 議決

ひた ちな か市 長　 大　谷

－１－

明



ひた ちな か市条例第　　号

ひた ちな か市 国民健康保険条例 の一 部を 改ｍする 条例

ひた ちな か市 国Ｒ 健康 保険 条例 （平 成６ 年条 例第 ７３ 号） の一 部を 次の よう に改

ｉＥ する。

第６ 条第 １項 中「 ４０ ４， ００ ０Ｆ」」 を「 ４０ ８， ００ ０［９］ に改 める。

付　則

（施行期 日）

１　 この 条例 は， 令和 ４年 １Ｊ１１ 日か ら施行す る。

（適 篦迅分）

２　 改ｍ後の ひた ちな か市 国Ｒ健康保険条例 第６ 条第 １項 の規定は ，こ の条例の施

行の 目な 後に ｍま した 被保恢者 に係 るｉ ま育児一 日か をに つい て適ｍし ，回 目前に

ｍま した 被保 険者 に係 る范鬼育 児一 時金 につ いて は， なお 従前 の例 によ る。

－２－



ｇ

参考資料

ひた ちな か市国民健康保険条例新【日対照表

旧 新 備考

（出産育児一時金）

第６ 条　被Ｗこ険者がｍま した とき は， ゼｊ 該被保険者の属するｔｔ帯のｔ帯主に対

ｍま育児一毀金と て皿をま給するただし 市長が９康

保険法施行令 （大ｍ１ ５年勅令第２ ４３ そ） 第３ ６条の規定を勘案 し， 必９が

ある と認める とき は， 規則で定める とこ ろにより ，これに ３　０，　００ ０ＦＩＩ を上

賢と して加算する もの とす る。

２　略

（出産育児一時金）

第６ 条　 被保険者 がｉ まし たと きは ，售該被保険者の 属す るｔｔ帯 の皀帯圭 に対

しｍ産育児一 かを として皿をま給するただ酊長がせ康
保険法施行令 （大止１ ５年勅令第２ ４３ 号） 第３ ６条の規定を勘案 し， 必要が

ある と認める とき は， 規則で定める とこ ろに より ，こ れに ３　０，　００ ０Ｆ９を上

ほと して加算する もの とす る。

２　略


